
施策 10

様々な困難を抱えた家庭のこども・若者の夢を応援

●●要保護児童対策地域協議会の運営
●ヤングケアラーなど困難を抱えた家庭の相談支援
●若者の就労支援事業との協働・連携

重点的事業

●子育て中の保護者や地域の大人の視点が
　中心
●対象は妊娠・出産から小学生ぐらいまで
●主に子育て支援に関すること

今までの計画

子育て支援が中心の計画

４

第三期 飯田市子ども・子育て支援事業計画
第五期 次世代育成支援飯田市行動計画
第一期 飯田市こども計画
第一期 飯田市子ども・若者計画
第一期 飯田市子どもの貧困対策計画

第三期 飯田市子ども・子育て支援事業計画
第五期 次世代育成支援飯田市行動計画
第一期 飯田市こども計画
第一期 飯田市子ども・若者計画
第一期 飯田市子どもの貧困対策計画

第三期 飯田市子ども・子育て支援事業計画
第五期 次世代育成支援飯田市行動計画
第一期 飯田市こども計画
第一期 飯田市子ども・若者計画
第一期 飯田市子どもの貧困対策計画

こども若者まんなかプランこども若者まんなかプランこども若者まんなかプラン
飯田市飯田市飯田市飯田市

令和７年度～令和 11年度

こども計画とはこども計画とはこども計画とは１

計画の成果指標計画の成果指標計画の成果指標５

計画の法的根拠と位置付け計画の法的根拠と位置付け計画の法的根拠と位置付け２
　本計画は、こども基本法第 10 条第２項の
規定に基づく「市町村こども計画」です。
　また、子ども・子育て支援事業計画、子ど
もの貧困対策についての計画、子ども・若者
計画、次世代育成支援行動計画を含めます。
　また、本市の最上位計画である「いいだ未
来デザイン 2028」を上位計画とし、分野ご
とに策定された関連する他計画との整合性を
図り、効果的かつ効率的な施策の推進及び進
行管理に努めます。
　さらに、長野県の未来を担う子どもの支援
に関する条例及び長野県子ども・若者支援総
合計画を踏まえつつ総合的な展開を図ります。

●こども・若者の視点が中心
●対象は児童期、思春期、青年期、
　結婚･妊娠･出産から子育て期
●こども・若者がまんなかとなる社会の実現

新しい計画

こども・若者のための計画

健康いいだ 21

飯田市食育推進計画

飯田市自殺対策推進計画

いいだ障がい福祉プラン 2024

その他の分野の関連施策

飯田市教育振興基本計画

飯田市男女共同参画計画
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飯田市こども若者まんなかプラン　概要版　　令和７年度～令和 11 年度

発行日　令和７年２月
発行者　飯田市こども未来健康部こども課
〒395-0044　長野県飯田市本町１丁目 15 番地　飯田市役所りんご庁舎
ＴＥＬ　0265-22-4511( 代表 )　　ＦＡＸ　0265-53-8867
ＵＲＬ　https://www.city.iida.lg.jp/

視点Ⅲ きめ細やかな伴走支援

施策８

こども・子育ての貧困の連鎖の打破

●ひとり親家庭等学習支援事業
●こども第三の居場所づくりの支援
●子育ての生活実態調査の実施

重点的事業

施策９

こどもの特性に合わせた切れ目のない発達支援

●５歳児相談事業
●児童発達支援センターの運営
●特別支援教育支援事業

重点的事業

評価項目 現状値 目標値
（令和 11 年度）

こども：87.6％
若者：89.4％

（令和６年 10 月調査）

1.55
（令和５年値）
11,361 人

（令和６年３月末）

こども：76.3％
若者：65.6％

（令和６年 10 月調査）

こども：84.8％
若者：71.5％

（令和６年 10 月調査）
59.2％

（令和６年 10 月調査）
64.5％

（令和６年 2 月調査）

45.8％
（令和６年 2 月調査）

こども：92.5％
若　者：92.5％

1.75

9,650 人

こども：86.3％
若　者：75.6％

こども：94.8％
若　者：81.5％

69.2％

74.5％

55.8％

合計特殊出生率

０歳から 14 歳までの人口

「家庭がほっとできる、安心できる場所」と思う
又はどちらかといえばそう思うこども・若者の割合

将来に希望がある又はどちらかといえばある
こども・若者の割合

飯田市が好き又はどちらかといえば好きと思う
こども・若者の割合

飯田市に住み続けたいと思う又は
どちらかといえばそう思う若者の割合
子育てしやすい環境（育児や保育など）の
まちだと思う人の割合
こどもを産みやすい環境
（医療体制や支援サービスなど）のまちだと
思う人の割合（20 ～ 49 歳の回答）

1



　こどもが育ち、成人し、家庭を持ち、やがて
自らが親として育つまでのライフステージを切
れ目なくサポートする視点、こども・子育てを
尊ぶ環境の土台づくりの視点、必要な家庭への

伴走支援の視点から構成する 10 の施策を推
進し、ここで育ちたい、ここに住みたい、ここ
で家庭を築き、思い描くライフスタイルをかな
えたい、と感じられるまちづくりを進めます。

　生まれたこどもが成長し、やがて若者となり、
そして次世代の親となっていくおよそ 40 年に
わたる「人としての成長過程のトータル」を対
象としたものです。
　こどもが、将来の夢に向かって学び育ち、若
者が生きがいを持って働くほか希望するライフ

スタイルを実現することで「ここで生まれ育っ
てよかった」と感じ、定住・結婚の夢をかなえ、
やがて家庭を築いて親として育ち、「ここで育
ててよかった」と実感できるように、切れ目の
ない支援体制を充実します。

2 3

基本理念基本理念基本理念３

基本的な視点と施策の方向性基本的な視点と施策の方向性基本的な視点と施策の方向性４

～ 飯田 ( ここ ) で育ってよかった・育ててよかったと
実感できるまちをつくる ～

ライフステージに応じた切れ目のない支援視点Ⅰ

こどもまんなか

若者まんなか

親子まんなか

施策４

多様な子育てニーズへの
対応と親育ちの支援

●乳児等通園支援事業
　（こども誰でも通園制度）
●病児・病後児保育事業
●放課後児童健全育成事業
●子育て短期支援事業

重点的事業

施策３

母性並びに乳児及び
幼児の健康確保と増進

●母子健康手帳交付・
　伴走型相談支援事業
●産後ケア事業
●乳児家庭全戸訪問事業

重点的事業

施策２

若者の定住・出会い・結婚
の希望への隘路の打破

●ライフデザインセミナー事業
●地元企業や地域産業への理解
　を深める事業
●若者の声を聴く事業

重点的事業

施策１

こどもの心身の健やかな
成長に資する教育環境

●いいだ型自然保育の推進
●園小連携の推進
●地域こどもの生活支援事業

重点的事業

施策６

ライフステージに応じた経済的支援

●奨学金貸与事業
●結婚新生活支援事業
●不妊及び不育症治療費助成事業
●こども医療費給付事業
●おめでとう赤ちゃん訪問事業
●保育料等の軽減事業
●就学援助事業

重点的事業

施策７

多様な主体がこども・子育てに関わる気運の醸成

●飯田市子育てナビ（冊子）の見直し
●結婚・出産・子育てに温かい社会づくりの気運の醸成

重点的事業

　子育ち・子育てをみんなで支え合い、こども
が健やかに育っていける地域社会を築いていく
必要があります。各々の家庭をはじめ、親族・
近所・地域・事業所・行政など全ての主体が
それぞれの立場で「地域子育て」の役割を果
たし、連携協力して取り組む必要があります。

　たとえ我が家にこどもはいなくても、こども
を取り巻く環境、地域の子育て事情について
多世代が関心を持ち、地域のこどもを地域のみ
んなで育んでいきましょう。

こども・子育てを尊ぶ環境づくり視点Ⅱ

子育てまんなか

施策５

こども・子育てに優しい環境の整備

重点的事業
●子育てにやさしい道路や公園の整備
●こども発達センターひまわりの整備
●雨の日にも思いきり楽しい「親子交流施設」の整備検討
●こども家庭センターの整備検討
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●こども第三の居場所づくりの支援
●子育ての生活実態調査の実施

重点的事業

施策９

こどもの特性に合わせた切れ目のない発達支援

●５歳児相談事業
●児童発達支援センターの運営
●特別支援教育支援事業

重点的事業

評価項目 現状値 目標値
（令和 11 年度）

こども：87.6％
若者：89.4％

（令和６年 10 月調査）

1.55
（令和５年値）
11,361 人

（令和６年３月末）

こども：76.3％
若者：65.6％

（令和６年 10 月調査）

こども：84.8％
若者：71.5％

（令和６年 10 月調査）
59.2％

（令和６年 10 月調査）
64.5％

（令和６年 2 月調査）

45.8％
（令和６年 2 月調査）

こども：92.5％
若　者：92.5％

1.75

9,650 人

こども：86.3％
若　者：75.6％

こども：94.8％
若　者：81.5％

69.2％

74.5％

55.8％

合計特殊出生率

０歳から 14 歳までの人口

「家庭がほっとできる、安心できる場所」と思う
又はどちらかといえばそう思うこども・若者の割合

将来に希望がある又はどちらかといえばある
こども・若者の割合

飯田市が好き又はどちらかといえば好きと思う
こども・若者の割合

飯田市に住み続けたいと思う又は
どちらかといえばそう思う若者の割合
子育てしやすい環境（育児や保育など）の
まちだと思う人の割合
こどもを産みやすい環境
（医療体制や支援サービスなど）のまちだと
思う人の割合（20 ～ 49 歳の回答）
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